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【 請 求 項 １ 】
　
　 前 記 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 を 測 定 す る 第 １ の 手 段 と 、
　 前 記 測 定 し た 電 流 値 と 、 基 準 と な る 電 流 値 を 比 較 第 １
の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 が 前 記 基 準 と な る 電 流 値 に 近 づ く よ う に 、 前 記

第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 補 正 す る 第 の 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と
す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　

【 請 求 項 ３ 】
　
　
　 前 記 に 設 け ら れ た 全 て の の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の
合 計 を 測 定 す る 第 １ の 手 段 と 、
　 前 記 測 定 し た 電 流 値 と 、 基 準 と な る 電 流 値 を 比 較 て の
の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の 合 計 が 前 記 基 準 と な る 電 流 値 に 近 づ く よ う

第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 を 有 す る 発 光 素 子 が 設 け ら れ た 画 素 部 と 、
発 光 素 子
第 １ の 手 段 で し 、 前 記 発 光 素 子 の

発 光
素 子 の ２

請 求 項 １ に お い て 、
前 記 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 を 測 定 す る 時 に 、 前 記 画 素 部

に 特 定 の 画 像 が 表 示 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 を 有 す る 発 光 素 子 と 、
前 記 発 光 素 子 を 有 す る 画 素 が 複 数 設 け ら れ た 画 素 部 と 、

画 素 部 発 光 素 子

第 １ の 手 段 で し 、 前 記 全 発 光 素 子



に 、 前 て の の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 補 正 す る 第 の 手 段 と を
有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　
　
　

　

　
【 請 求 項 ５ 】
　
　 Ｔ Ｆ Ｔ を 有 す る 画 素 が 複 数 設 け ら れ
　 全 て の の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の
合 計 を 測 定 す る 第 １ の 手 段 と 、
　 前 記 測 定 し た 電 流 値 と 、 基 準 と な る 電 流 値 を 比 較 全 て の
の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の 合 計 が 前 記 基 準 と な る 電 流 値 に 近 づ く よ う
に 、 全 て の の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 補 正 す る 第 の 手 段 と を
有
　 こ と を 特 徴 と す る
発 光 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　
　
　
　

　

　

【 請 求 項 ７ 】
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記 全 発 光 素 子 ２

第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 を 有 す る 発 光 素 子 と 、
前 記 発 光 素 子 を 有 す る 画 素 が 複 数 設 け ら れ た 画 素 部 と 、
前 記 画 素 部 に 設 け ら れ た 全 て の 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の

合 計 を 測 定 す る 第 １ の 手 段 と 、
前 記 第 １ の 手 段 で 測 定 し た 電 流 値 と 、 基 準 と な る 電 流 値 を 比 較 し 、 前 記 全 て の 発 光 素 子

の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の 合 計 が 前 記 基 準 と な る 電 流 値 に 近 づ く よ う
に 、 前 記 全 て の 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 補 正 す る 第 ２ の 手 段 と を
有 し 、

前 記 発 光 素 子 は 定 電 圧 で 駆 動 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 を 有 す る 発 光 素 子 と 、
前 記 発 光 素 子 及 び た 画 素 部 と 、
前 記 画 素 部 に 設 け ら れ た 発 光 素 子

第 １ の 手 段 で し 、 前 記 発 光 素 子

前 記 発 光 素 子 ２
し 、
前 記 Ｔ Ｆ Ｔ は 、 前 記 発 光 素 子 の 発 光 と 非 発 光 を 制 御 す る Ｔ Ｆ Ｔ で あ る

第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 を 有 す る 発 光 素 子 と 、
前 記 発 光 素 子 及 び Ｔ Ｆ Ｔ を 有 す る 画 素 が 複 数 設 け ら れ た 画 素 部 と 、
前 記 画 素 部 に 設 け ら れ た 電 源 線 と 、 を 有 し 、
前 記 Ｔ Ｆ Ｔ の ソ ー ス 領 域 ま た は ド レ イ ン 領 域 の 一 方 は 、 前 記 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 電

気 的 に 接 続 さ れ 、 ソ ー ス 領 域 ま た は ド レ イ ン 領 域 の 他 方 は 、 前 記 電 源 線 と 電 気 的 に 接 続 さ
れ て い る 発 光 装 置 で あ っ て 、

前 記 画 素 部 に 設 け ら れ た 全 て の 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の
合 計 を 測 定 す る 第 １ の 手 段 と 、

前 記 第 １ の 手 段 で 測 定 し た 電 流 値 と 、 基 準 と な る 電 流 値 を 比 較 し 、 前 記 全 て の 発 光 素 子
の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の 合 計 が 前 記 基 準 と な る 電 流 値 に 近 づ く よ う
に 、 前 記 全 て の 発 光 素 子 の 第 ２ の 電 極 の 電 位 を 制 御 す る こ と に よ っ て 、 前 記 全 て の 発 光 素
子 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 補 正 す る 第 ２ の 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す
る 発 光 装 置 。

第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 を 有 す る 発 光 素 子 と 、
前 記 発 光 素 子 及 び Ｔ Ｆ Ｔ を 有 す る 画 素 が 複 数 設 け ら れ た 画 素 部 と 、
前 記 画 素 部 に 設 け ら れ た 電 源 線 と 、 を 有 し 、
前 記 Ｔ Ｆ Ｔ の ソ ー ス 領 域 ま た は ド レ イ ン 領 域 の 一 方 は 、 前 記 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 電

気 的 に 接 続 さ れ 、 ソ ー ス 領 域 ま た は ド レ イ ン 領 域 の 他 方 は 、 前 記 電 源 線 と 電 気 的 に 接 続 さ
れ て い る 発 光 装 置 で あ っ て 、

前 記 画 素 部 に 設 け ら れ た 全 て の 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の
合 計 を 測 定 す る 第 １ の 手 段 と 、

前 記 第 １ の 手 段 で 測 定 し た 電 流 値 と 、 基 準 と な る 電 流 値 を 比 較 し 、 前 記 全 て の 発 光 素 子
の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の 合 計 が 前 記 基 準 と な る 電 流 値 に 近 づ く よ う
に 、 前 記 全 て の 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 及 び 第 ２ の 電 極 の 電 位 を 共 に 制 御 す る こ と に よ っ て
、 前 記 全 て の 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 補 正 す る 第 ２ の 手 段 と を 有



【 請 求 項 ８ 】
　
　 前 て の の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の 合 計 を 測 定 す る 時 に

前 記 画 素 部 に 特 定 の 画 像 が 表 示 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 乃 至 の い ず れ か に お い て 、
　

　 前 記 第 １ の 手 段 が 、 前 記 の 対 応 す る 色 ご と に 設 け ら れ て い る こ と を 特
徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　
　

　

　

【 請 求 項 １ １ 】
　
　 可 変 電 源
　 前 記 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 を 測 定 す る 電 流 計 と 、
　 前 記 測 定 し た 電 流 値 と 基 準 と な る 電 流 値 を 比 較 し 、 前 記 第 １ の 電 極
と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 が 前 記 基 準 と な る 電 流 値 に 近 づ く よ う に 、 前 記
第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 、 前 記 可 変 電 源 を 制 御 す る こ と に よ り 補 正 す る 補 正
回 路 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　
　

【 請 求 項 １ ３ 】
　
　 を 有 す る 画 素 が 複 数 設 け ら れ た
　
　 前 記 に 設 け ら れ た 全 て の の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の
合 計 を 測 定 す る 電 流 計 と 、
　 前 記 測 定 し た 電 流 値 と 基 準 と な る 電 流 値 を 比 較 し 、 前 て の の 第 １
の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の 合 計 が 前 記 基 準 と な る 電 流 値 に 近 づ く よ う に 、 前

て の の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 、 可 変 電 源 を 制 御 す る こ と に よ
り 補 正 す る 補 正 回 路 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　
　

【 請 求 項 １ ５ 】
　 請 求 項 に お い て 、
　

　 前 記 可 変 電 源 、 前 記 電 流 計 及 び 前 記 補 正 回 路 が 、 前 記 の 対 応 す る 色 ご と に 設
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す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

請 求 項 ３ 乃 至 ７ の い ず れ か 一 に お い て 、
記 全 発 光 素 子

、

３ ８ 一
前 記 画 素 部 は 、 赤 に 対 応 し た 発 光 素 子 を 有 す る 画 素 と 、 緑 に 対 応 し た 発 光 素 子 を 有 す る

画 素 と 、 青 に 対 応 し た 発 光 素 子 を 有 す る 画 素 と を 有 し 、
及 び 第 ２ 発 光 素 子

請 求 項 １ 乃 至 ９ の い ず れ か 一 に お い て 、
前 記 第 １ の 手 段 で 測 定 し た 電 流 値 と 前 記 基 準 と な る 電 流 値 の 差 を 偏 差 電 流 と し 、 前 記 第

２ の 手 段 に よ る 補 正 に よ っ て 変 化 す る 分 の 電 圧 を 補 正 電 圧 と し た と き 、
一 定 の 幅 を 有 す る 複 数 の 領 域 ご と に 区 分 し た 前 記 偏 差 電 流 の そ れ ぞ れ の 領 域 に 対 応 す る

所 定 の 補 正 電 圧 が あ ら か じ め 設 定 さ れ 、
あ ら か じ め 設 定 さ れ た 前 記 偏 差 電 流 と 前 記 補 正 電 圧 と の 関 係 に 基 づ い て 、 前 記 発 光 素 子

の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 補 正 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 を 有 す る 発 光 素 子 が 設 け ら れ た 画 素 部 と 、
と 、

発 光 素 子
電 流 計 で 発 光 素 子 の

発 光 素 子 の

請 求 項 １ １ に お い て 、
前 記 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 を 測 定 す る 時 に 、 前 記 画 素 部

に 特 定 の 画 像 が 表 示 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 を 有 す る 発 光 素 子 と 、
前 記 発 光 素 子 画 素 部 と 、
可 変 電 源 と 、

画 素 部 発 光 素 子

電 流 計 で 記 全 発 光 素 子

記 全 発 光 素 子

請 求 項 １ ３ に お い て 、
前 記 全 て の 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 に 流 れ る 電 流 の 合 計 を 測 定 す る 時 に

、 前 記 画 素 部 に 特 定 の 画 像 が 表 示 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

１ ３ ま た は １ ４
前 記 画 素 部 は 、 赤 に 対 応 し た 発 光 素 子 を 有 す る 画 素 と 、 緑 に 対 応 し た 発 光 素 子 を 有 す る

画 素 と 、 青 に 対 応 し た 発 光 素 子 を 有 す る 画 素 と を 有 し 、
、 発 光 素 子



け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　
　

　

　

【 請 求 項 １ ７ 】
　 請 求 項 乃 至 の い ず れ か に お い て 、
　 前 記 第 １ の 基 板 上 に 、
　 第 ２ の 基 板
　 取 り 付 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 請 求 項 に お い て 、
　 第 ２ の 基 板 Ｃ Ｏ Ｇ 法 に よ り 取 り
付 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か に お い て 、 前 記 の 発 光 す る 時 間 を デ ジ タ ル の ビ
デ オ 信 号 に よ っ て 制 御 す る こ と で 階 調 を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　
【 請 求 項 ２ １ 】
　

(4) JP 2002-304156 A5 2005.9.2

請 求 項 １ １ 乃 至 １ ５ の い ず れ か 一 に お い て 、
前 記 電 流 計 で 測 定 し た 電 流 値 と 前 記 基 準 と な る 電 流 値 の 差 を 偏 差 電 流 と し 、 前 記 補 正 回

路 に よ る 補 正 に よ っ て 変 化 す る 分 の 電 圧 を 補 正 電 圧 と し た と き 、
一 定 の 幅 を 有 す る 複 数 の 領 域 ご と に 区 分 し た 前 記 偏 差 電 流 の そ れ ぞ れ の 領 域 に 対 応 す る

所 定 の 補 正 電 圧 が あ ら か じ め 設 定 さ れ 、
あ ら か じ め 設 定 さ れ た 前 記 偏 差 電 流 と 前 記 補 正 電 圧 と の 関 係 に 基 づ い て 、 前 記 発 光 素 子

の 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 の 間 の 電 圧 を 補 正 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。

１ １ １ ６ 一
画 素 部 は 形 成 さ れ て お り

前 記 可 変 電 源 、 前 記 電 流 計 、 及 び 前 記 補 正 回 路 は 上 に 形 成 さ れ て お り 、
前 記 第 ２ の 基 板 は 前 記 第 １ の 基 板 上 に

１ ７
前 記 は 前 記 第 １ の 基 板 上 に ま た は ワ イ ヤ ボ ン デ ィ ン グ 法

１ ８ 一 発 光 素 子

請 求 項 １ 乃 至 １ ９ の い ず れ か 一 に 記 載 の 発 光 装 置 を 表 示 部 に 用 い た 電 子 機 器 。

請 求 項 ２ ０ に 記 載 の 電 子 機 器 は 、 ビ デ オ カ メ ラ 、 デ ジ タ ル カ メ ラ 、 ゴ ー グ ル 型 デ ィ ス プ
レ イ 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム 、 音 響 再 生 装 置 、 ノ ー ト 型 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 、 ゲ ー
ム 機 器 、 携 帯 情 報 端 末 、 携 帯 電 話 、 電 子 書 籍 、 画 像 再 生 装 置 、 ま た は Ｔ Ｖ で あ る 。
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